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令和６年２月６日 

高 齢 福 祉 部 

障 害 福 祉 部 

 

１８歳以上の中等度難聴者のための補聴器購入費助成事業の実施について 

 

１ 主旨 

聴力の低下により周囲とのコミュニケーションがとりにくい中等度難聴者が、適切に補

聴器を装用することで聴覚のバリアフリーを進め、就学における人間関係の構築、就労の

ための円滑な意思疎通や高齢者の認知機能低下の防止など、ライフステージに応じた生活

の質を高めることを目的に、補聴器の購入に要する費用の一部を助成する。 

 

２ ６５歳以上の高齢者を対象とした補聴器購入費助成 

（１）助成内容 

①対象者 

次の全ての要件に該当する者 

ア．世田谷区に住所を有する満６５歳以上の者 

イ．中等度難聴（４０ｄＢ以上）である者（身体障害者手帳（聴覚障害）交付対象者

除く）。ただし、身体障害者手帳（聴覚障害）が交付されない片耳の高度・重度難

聴者は対象とする。 

ウ．耳鼻咽喉科の医師の診察及び聴力検査の結果により、補聴器の必要性を認められ

た者 

エ．申請の前年度に住民税非課税世帯に属する者 

 

②対象機器 

管理医療機器としての補聴器本体、付属品（電池、充電器等） 
③助成額 

５０，０００円 

補聴器購入費総額が５０，０００円を下回る場合は、その額。 

④助成回数 

１人１限り 

⑤購入先 

認定補聴器技能者※が在籍する補聴器販売店 

※公益財団法人テクノエイド協会が、補聴器相談医の診断・指導に基づき、補聴器装用希望者の聞

こえの状況の把握、適切な補聴器の選定及び適合調整（フィッティング）等を的確に行うため必

要な補聴器に関する知識及び技能を修得していることを認定した者。 

 

（２）所要経費 

  ５７，４６４千円（令和６年度分） 

   内訳 

①助成金：申請予定者６８０名×５０，０００円＝３４，０００千円 

（特定財源として都補助金１／２※）※東京都高齢社会対策区市町村包括補助事業 
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    ・申請予定者算出根拠（令和４年度高齢者ニーズ調査等による） 

        一般高齢者（145,000 人）×31％（非課税世帯）×0.73％（中等度で購入したい）≒330 名 

      要介護者（42,000 人）×31％（非課税世帯）×2.7％（中等度で購入したい）≒350 名 

      330 名＋350 名≒680 名 

    ②事務費：２３，４６４千円（都補助対象外） 

    ・コールセンター、受付審査等業務支援委託 ２３，２３６千円 

    ・消耗品費、郵便料 ２２８千円 

 
３ １８歳以上６５歳未満の者を対象とした補聴器購入費助成 

（１）助成内容 

①対象者 

次の全ての要件に該当する者 

ア．世田谷区に住所を有する１８歳以上６５歳未満の者 

ただし、６５歳未満で本事業による補聴器助成を受けた者は６５歳以降も引き続 

き助成対象とする（区内在住者） 

イ．中等度難聴（４０ｄＢ以上）である者（身体障害者手帳（聴覚障害）交付対象者

除く）。ただし、身体障害者手帳（聴覚障害）が交付されない片耳の高度・重度難

聴者は対象とする。 

ウ．耳鼻咽喉科の医師の診察及び聴力検査の結果により、補聴器の必要性を認められ

た者 

エ．申請の前年度に住民税非課税世帯※に属する者 

オ．助成を受けようとする対象者が大学等に在籍中の場合、その属する世帯※の世帯員

のうち特別区民税の所得割額の額が最も大きい者に係る当該税額が４６万円未満

であること（学生への特例） 

※世帯の範囲：障害者総合支援法に準ずる 

（障害者本人とその配偶者） 

②対象機器 

管理医療機器としての補聴器本体、付属品（電池、充電器等） 

③助成額 

ア．５０，０００円 

ただし、補聴器購入費総額が５０，０００円を下回る場合は、その額。 

イ．医師が装用による効果が高いと認めた側の耳に装用する補聴器を購入する費用と 

する。また、医師が必要と認めたときは、両耳に装用する補聴器の購入費用をそ 

れぞれ助成する。 

ウ．助成の対象費用は、初めて補聴器を購入する際に要する費用又は５年の耐用年数 

を経過したことにより再度、補聴器を購入する際に要する費用とする。修理の助 

成は行わない。 

④購入先 

認定補聴器技能者が在籍する補聴器販売店 
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（２）学生への特例 

大学等の在学者については、言語の習得や発達支援を目的とする「中等度難聴児発達 

支援事業」から継続して支援が受けられ、学業に専念できるよう以下のとおり助成内容 

を拡充する。 

①対象者 

高等学校、専門学校、大学、大学院等に通学する学生（住民税 所得割額が４６万円

未満の世帯） 

②助成額 

ア．中等度難聴児発達支援事業と同様の助成内容（３０ｄＢ以上）とし、助成額は補 

助基準額１３７，０００円と補聴器購入費用を比較して、少ない方の額に１０分 

の９を乗じた額とする。ただし、生活保護世帯又は住民税非課税世帯に属する場 

合は、補聴器購入費用を比較して、少ない方の額に１０分の１０を乗じた額とす 

る。 

イ．医師が装用による効果が高いと認めた側の耳に装用する補聴器を購入する費用と 

する。また、医師が必要と認めたときは、両耳に装用する補聴器の購入費用をそ 

れぞれ助成する。 

 

（３）所要経費 

５，０６６千円（令和６年度分・特定財源なし） 

   内訳：大学等在学者（18 歳以上 23 歳未満を想定） 

申請予定者数  9 名×137,000 円×2（両耳分）＝2,466,000 円 

      上記以外（23 歳以上 65 歳未満を想定） 

申請予定者数  26 名× 50,000 円×2（両耳分）＝2,600,000 円 

※同内容の事業を実施している他自治体の利用実績を参考にして算出 

 

４ 受付体制等 

・区民の利便性の観点から、相談体制及び郵送申請や電子申請を基本とした受付体制を

確保する。 

・総合支所保健福祉課やあんしんすこやかセンター、保健センターと連携し、一次的な

制度案内を行う。 

・一連の事務作業は、大きな流れとして、①問合せ・相談→（医師の診断）→②申請受

付 →③書類審査→④交付決定 →（販売店で購入）→⑤領収書確認→⑥支払い があ

る。６５歳以上の高齢者を対象とした助成事業については、相談や申請への対応は膨

大な業務量が見込まれることから、①問合せ・相談～③書類審査及び⑤領収書確認に

ついて、事業開始当初からのアウトソーシングを行う。なお、１８歳から６５歳未満を

対象とした助成事業については、既存の中等度難聴児発達支援事業の事務作業の流れ

等を整理しながら、アウトソーシングについて別途検討する。 

 

５ 今後のスケジュール（予定） 

令和６年４月１日 事業周知（区のおしらせ等） 

申請受付開始 
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補聴器購入費助成事業全体イメージ 
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障害者総合支援法による補装具費の支給 

・身体障害者手帳２～６級の方 
・原則 1 割負担で収入に応じた負担上限 
・非課税世帯、生活保護世帯は自己負担なし 

※世帯（本人、配偶者）に区民税所得割額が 46 万円以上の方がいる場合は対象外 

中等度難聴児発達支援事業  
・18 歳未満 
・基準額 137,000 円 

両耳の場合 274,000 円 
教育上又は生活上配慮を要すると
して認めた場合 

・原則 1 割負担 
・世帯に区民税所得割額が 46 万円以上

の方がいる場合は対象外（扶養０人
で年収 1,200 万円相当） 

・非課税世帯、生活保護世帯は自己負
担なし 

・5 年に 1 回申請可 

・補助額 50,000 円 
(両耳の場合 10 万円) 

・非課税世帯のみ対象 
・50,000 円以内は自

己負担なし 
・5 年に 1 回申請可 

学生の場合 
・基準額 137,000 円 

両耳の場合 274,000 円 
・原則 1 割負担 
・世帯に区民税所得割額

が 46 万円以上の方がい
る場合は対象外 

・非課税世帯、生活保護
世帯は自己負担なし 

・5 年に 1 回申請可 
 

中等度難聴児発達支援
事業と同様の助成内容 

・補助額 50,000 円 
 

・非課税世帯のみ対象 
・50,000 円以内は自

己負担なし 
・１人 1 回のみ申請可 

65 歳未満から継続有 


